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3．土砂災害から身を守るために
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○ではここからは，土砂災害から身を守るために皆様に日頃から気をつけていただきたい点についてご説明します。
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こうした現象は土砂災害の前兆現象です！

土石流

地すべり

がけ崩れ

１８

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○こちらに示しているのが土砂災害の前兆現象です。○9月以降，台風や前線発達により雨の降る日が多くなってきますのでこういった現象に対して意識を持って準備をすることが重要です。○では，実際に土砂災害から身を守るために何をすれば良いのかということに関しましてご説明します。
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1９

土砂災害から身を守るために

宮城県砂防総合情報システム

●お住まいの地域にある土砂災害警戒区域等
を確認しましょう

宮城県：土砂災害警戒区域等の指定の告示に係る図書

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○まずは近くにある土砂災害のおそれのある箇所である土砂災害警戒区域や土砂災害特別警戒区域を確認しましょう。○こちらは，後ほど説明しますが，宮城県砂防総合情報システムやHPに乗っている図書などで確認することができます。○また，調べ方が分からない場合には，遠慮せず防災砂防課や土木事務所の方に問い合わせていただければと思います。



宮城県

20

●ハザードマップを活用し，避難所や避難経路等

を確認しましょう
利府町防災マップ（青山地区）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○そして，危険な場所を知るのと合わせて，土砂災害のおそれが高まった際に避難する場所を予め確認しておきましょう。○危険な場所と安全な場所をセットで知っておくことで，いざという際に迷い無く避難することが可能になると思います。○このスライドでは，市の防災マップを乗せております。○土砂災害警戒区域と合わせて，青の丸で示されている避難所の位置を確認することができますので，○大雨の際に，どの経路を通れば安全に避難所までたどりつくことができるか，日頃から検討しておくと良いかもしれません。
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【入手したい情報】

• 注意報・警報等の気象情報

• 土砂災害警戒情報

• 避難準備・高齢者等避難開始，避難勧告，避難指示

●大雨の際の情報に注意しましょう

【入手方法】

 テレビ・ラジオ

 インターネット

 市町村からの防災行政無線

 自動配信メール（登録制）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○そして危険な場所と安全な避難場所を確認したら，避難のきっかけとなる情報に留意するようにしてください。○入手したい情報としては，大雨注意報・大雨警報などの気象情報○そして，避難勧告や避難指示等の避難に関する情報で。○これらの情報を有事に際に確認することができるよう，入手方法を日頃から確認しておきましょう。
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土砂災害警戒情報とは

• 仙台管区気象台と宮城県が共同で発表

• 土砂災害の危険性が高まっている場合に発表

• 土砂災害警戒情報発表後は、気象情報に注
意する。また、市町村からの避難勧告等の発
表に留意する。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○そして特に気をつけていただきたい情報として土砂災害警戒情報というものがあります。○こちらは，仙台管区気象台と宮城県が共同で発表している情報で，土砂災害の危険性が高まっている場合に発表されます。
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土砂災害警戒情報の発表のタイミングと発表基準

土砂災害発生の危険度が非常に高まっ
たときに，
対象となる市町村を特定して仙台管区
気象台と宮城県が共同で発表

過去の土砂災害発生・非発生時の雨量データをもとに地域ごとに
土砂災害警戒情報発表基準が設定されており，2時間後に発
表基準を超えると予想された段階で土砂災害警戒情報を発表

２３

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○こちらは，土砂災害警戒情報の発表基準やタイミングを示したものです。○タイミングとしては，雨が降り大雨注意報や大雨警報等が発表され，「土砂災害の危険性が高まったとき」に，土砂災害警戒情報が，「対象となる市町村を特定」して発表されます。○発表に際しては，過去の災害等の履歴をもとに，地区ごとに発表基準が設定されており，「2時間後にこの基準を超えると予想された段階」にて，「土砂災害警戒情報が発表」されます。○この2時間の意味は，住民の方への情報伝達に1時間，避難行動に1時間を想定した設定となっております。○ですので，土砂災害警戒情報が発表されたら，危険な場所にいる方は速やかに避難するようにしてください。
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大雨時に発表される避難情報と防災気象情報を

５段階に整理しました

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●また，令和元年度から，気象庁において，大雨時の避難行動の目安となる「警戒レベル」というものが導入されました。●今までは，市町村から発表される「避難勧告」や「避難準備・高齢者等避難開始」といった情報と，気象庁などが発表する「大雨警報」や「土砂災害警戒情報」など，情報が多様で，住民の方が「いつ」「どのような」行動をすべきかが分かりにくい状況になっていました。●今回の見直しでは，市町村が発表する避難情報と，防災気象情報を「警戒レベル」という５段階の指標に当てはめ，「どのレベル」で「どんな行動」を取るべきかが整理されました。次のページでもう少し見やすく説明します。
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防災情報と避難に関する「警戒レベル」について

避難勧告・避難指示

避難準備・高齢者等避難開始

大雨警報・
判定メッシュ情報「警戒」※

土砂災害警戒情報・
判定メッシュ情報

「非常に危険」「極めて
危険」※

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●警戒レベル１と２は，気象予報で大雨予想となっているときや，大雨注意報などが出ているときに気象台から発表されます。　住民の皆さまは，気象情報を確認いただいたり，避難場所を確認するなど，避難への心構えをしていただくこととなります。●次に，警戒レベル３は，市町村から避難準備情報や高齢者避難開始の情報が発表されるタイミングで出されます。　気象情報としては，大雨警報や，気象庁の出している土砂災害危険度が「警戒」判定となった時が，この警戒レベル３に相当します。　警戒レベル３では，ご高齢の方やお子さんなど，避難するのに時間がかかる方が避難を開始するタイミングとなります。●次に，警戒レベル４は，市町村から避難勧告や避難指示が発表されるタイミングで出されます。　このレベルでは，対象となった地域の方全員が避難を開始することとなります。●市町村によって，こちらの警戒レベル３・４の導入時期は異なるかと思いますが，レベル分けについて頭に入れておいていただければと思います。
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危険度分布への警戒レベル追記(令和元年5月29日～)

気象庁ホームページで
土砂災害の危険度と警戒レベル
（相当情報）が確認できます。

濃い紫の地域は「極めて危
険【警戒レベル４相当】」
の状態！
状況に応じて避難勧告を待
たず，自主的な避難が必要。

黄色の地域でも，
今後の気象状況の
変化に注意

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●次に，先ほどの警戒レベルに相当する情報を，地図上で確認する手段についてご紹介します。●気象庁のホームページの「大雨警報（土砂災害）の危険度分布」のページでは，地図上で土砂災害の危険度が色分けされています。●右下の判例を見ていただくと，色分けごとに「注意」「極めて危険」といったコメントとともに，「警戒レベル○相当」という記載がされています。●たとえば，地図上の濃い紫の地域では，土砂災害の危険度が「極めて危険」な状態であり，避難勧告が出てもおかしくない【警戒レベル４相当】の状態と言うことになります。●市町村からの情報に加え，状況に応じて，避難勧告等が出ていなくても，自主的に避難を行うことも必要です。
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宮城県砂防総合情報システム

• 通称「ＭＩＤＳＫＩ（ミヅキ）」

• 雨や土砂災害の危険度についてインターネットで情報提供

• 土砂災害警戒情報等配信メール登録

• 土砂災害警戒区域等確認マップの公開

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○そして，土砂災害警戒情報や大雨注意報や大雨警報，土砂災害警戒判定メッシュ情報を入手する方法として是非活用していただきたい物があります。○それは，宮城県砂防総合情報システムと呼ばれる物です。○こちらは，県の防災砂防課で運営しているシステムで有り，様々な機能があります。



各種情報が確認できます。
・気象警報・注意報
・土砂災害警戒情報
・現況雨量
・予測雨量
・土砂災害警戒判定

メッシュ情報

①土砂災害警戒情報

宮城県内の土砂災害
危険箇所や土砂災害警
戒区域等をGIS上でご
覧いただけます。お住
まいの地域に土砂災害
危険箇所がないか確認
しましょう。

②土砂災害警戒区域等確認マップ

touroku@doshasaigai.pref.miyagi.jp

下記アドレスもしく
はQRコードに空メール
を送信し登録すると、
気象に関する情報や土
砂災害警戒情報が届き
ます。

③土砂災害警戒メール配信 ④蔵王山ライブカメラ

蔵王山の現在の状況を蔵王町役場の屋上か
らリアルタイムで配信しています。

宮城県砂防総合情報システムをご活用ください！
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○こちらがその機能を示した物になります。○まず①土砂災害警戒情報システムです。ここでは，地図上で，気象情報や，雨量を，先ほどのメッシュ情報を確認することができます。○二つ目は②土砂災害警戒区域等確認マップです。ここではGIS地図上で，土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所を，メッシュ情報と合わせて確認することができます。○三つ目は③土砂災害警戒メール配信システムです。ここでは，メールアドレスを登録することで，設定した市町村に注意報や警報が発表された際に，自動でメールで知らせてくれる機能になります。○四つ目は④蔵王山ライブカメラになります。こちらは，蔵王山の情報をリアルタイムで配信しております。
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• 特にお年寄りや小さな子供、障害のある方の避難
には時間がかかる場合があります。

• 避難勧告がなくても、危険を感じたら自主避難を！

• 日頃から避難場所の把握、備蓄、避難訓練を！

• 避難行動は周囲の人と声をかけあって！

土砂災害から身を守るために
●早めの避難行動を！

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
○そして，危険な場所と安全な場所を予め知っておき，各種情報の入手方法を確認しておくことで，素早い避難行動が可能となります。○先ほどの説明にもありましたが，土砂災害は屋内での犠牲者が多いのが特徴で有り，早めの避難行動が重要です。○説明であったような土砂災害の前兆現象が見られた際には，避難勧告等が出ていなくても，周囲の人と声を掛け合って自主避難することも有効です。



参考資料
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・こちらは参考ですが，平成30年7月豪雨の際に，避難行動をした人への調査で，避難した理由の第１位は「避難勧告」，第2位は「周囲の環境の変化」第3位は「隣人等からの声かけ」が挙がりました。・行政からの情報を積極的に入手することに加え，地域の皆さんが日頃から災害について関心を持っていただき，避難する際は近所の方と声を掛け合ってもらうことが非常に大切です。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・一方，避難しなかった方の理由として，「自宅が安全と判断」したや，「避難する方が危険と判断」した，「近隣住民が避難していなかった」と言う回答が多くありました。・しかし，平成30年7月豪雨では，ご自宅が土砂災害警戒区域に該当していたところで，避難が遅れて被災してしまった方もいらっしゃいました。・日頃から，土砂災害警戒区域や土砂災害危険箇所について確認していただいた上で，いざというときの避難行動について考えていただければと思います。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
●ここからは、令和２年７月豪雨における全国の避難効果事例をいくつかご紹介します。滋賀県長浜市の大見地区より、住民の事前の取組により早めの避難が実施できた事例です。　左側の災害の経緯をご覧下さい。当地区では、令和2年7月6日4時に大雨注意報、16時に大雨警報が発表されました。8日の3時にご注目下さい。赤字は住民の行動を示しておりますが、住民が自主的に避難所を開設し、自主避難をしております。住民自らが危機意識を持つことで、行政からの情報を待たずに早めの避難を行い、自ら命を守ることができました。
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